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-------------------------------------------------------------------------------------- 

出生後休業支援給付および 

育児時短就業給付の利用状況について 

 

厚生労働省から「雇用保険制度の主要指標」

が公開され、雇用保険法の改正により令和７年

４月から新設された出生後休業支援給付および

育児時短就業給付の受給者数と支給金額が明

らかとなりました。 

 

◆出生後休業支援給付金とは 

共働き・共育てを推進するため、子の出生直

後の一定期間に、両親ともに（配偶者が就労し

ていない場合などは本人が）14日以上の育児休

業を取得した場合に、最大 28 日間支給します。 

支給額は、原則として休業開始時賃金日額の

13％相当額を、休業期間の日数分（28 日が上

限）です。育休中は健康保険料・厚生年金保険

料が免除され、育児休業給付金は非課税のた

め、出生時育児休業給付金または育児休業給

付金で支給される休業開始時賃金日額の 67％

と併せて手取り 10 割相当の給付となります。 

 

◆育児時短就業給付金とは 

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中

の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しや

すくすることを目的に、２歳に満たない子を養育

するために時短勤務（以下「育児時短就業」とい

います。）した場合に、育児時短就業前と比較し

て賃金が低下するなどの要件を満たすときに支

給する給付金です。 

支給額は、原則として育児時短就業中の各

月に支払われた賃金額の 10％相当額です。 

 

◆出生後休業支援給付の受給者数と支給金額 

・４月：125 人／2,941,000 円 

・５月：3,842 人／129,876,000 円 

・６月：11,379 人／411,681,000 円 

 

◆育児時短就業給付の受給者数と支給金額 

・４月：-／-  

・５月：840 人／11,144,000 円  

・６月：14,369 人／292,963,000 円 

※育児時短就業給付については、初回の支

給申請が令和７年５月以降に行われるため、

令和７年４月の支給実績はありません。 

 

申請する可能性がある場合に備え、制度の理

解や書類の整備を進めておきましょう。 

 

【厚生労働省「2025 年４月から「出生後休業支援

給付金」を創設しました」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/0013

72778.pdf 

 

【厚生労働省「2025 年４月から「育児時短就業給

付金」を創設しました」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/0013

94846.pdf 

 

【厚生労働省「雇用保険制度の主要指標」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/0015

42938.pdf 
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最低賃金引上げに向けた環境整備の 

ため｢業務改善助成金｣が拡充されます！ 

 

 令和７年９月５日までに、最低賃金について、

すべての都道府県の地方最低賃金審議会で答

申が取りまとめられ、それらの結果、初めて全都

道府県で 1,000 円を超え、全国加重平均は

1,121 円となりました（現在の 1,055 円から過去

最大の 66 円引上げ）。厚生労働省は、最低賃

金の引上げに対応する中小企業・小規模事業

者に対する支援策として、９月５日から「業務改

善助成金」の拡充を行うことを発表しました。 

 

◆業務改善助成金とは 

生産性向上に資する設備投資等（機械設備、

コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）を

行うとともに、事業場内最低賃金を一定額（各

コースに定める金額）以上引き上げた場合、そ

の設備投資などにかかった費用の一部を助成

するものです。 

 

◆拡充内容１：申請可能な事業所が拡大 

従来、事業場内最低賃金と改定前の地域別

最低賃金の差額が 50 円以内の事業所が対象

であったところを、事業場内最低賃金が「改定後

の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象と

なります。 

 

◆拡充内容２：賃金引上げ計画の事前提出を

省略可能に 

従来、賃金引上げ後の申請は不可（申請前

に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き

上げる）であったところ、令和７年９月５日から令

和７年度当該地域の最低賃金改定日の前日ま

でに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画

の事前提出が不要となります。 

 

◆中小企業庁でも補助金拡充へ 

中小企業庁においても、以下の補助金の拡

充（対象の拡大、要件緩和等の措置）を行うこと

としています。 

① ものづくり補助金 

② ＩＴ導入補助金 

③ 中小企業省力化投資補助金（一般型） 

 

【厚生労働省「９月５日から、事業場内最低賃金の

引上げに取り組む中小企業等を支援する｢業務改

善助成金｣を拡充します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.

html 

 

【内閣官房「最低賃金の引上げに係る支援策につ

いて」】 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashi

i_sihonsyugi/saiteichingin/index.html 

 

 

日本年金機構から公表された 19 歳以上

23 歳未満の被扶養者認定要件変更の 

案内とＱ＆A 

 

◆被扶養者認定における年間収入要件の変更 

令和７年度税制改正において、19 歳以上 23

歳未満の親族等を扶養する場合における特定

扶養控除の要件の見直し等が行われました。こ

れを踏まえ、扶養認定を受ける者（被保険者の

配偶者を除く）が 19 歳以上 23 歳未満である場

合の年間収入要件の取扱いが変わり、日本年

金機構のホームページでは、変更内容の案内

やＱ＆Ａを公表しています。 

 

◆19 歳以上 23 歳未満の年間収入要件が 

「150 万円未満」に 

扶養認定日が令和７年 10 月１日以降で、扶

養認定を受ける者が 19 歳以上 23 歳未満の場

合は、現行の要件である「年間収入 130 万円未

満」が「年間収入 150 万円未満」に変更になりま

す。「年間収入要件」以外の要件に変更はあり

ません。 

年齢要件（19 歳以上 23 歳未満）は、扶養認

定日が属する年の 12 月 31 日時点の年齢で判

定されます。 

 

◆Ｑ＆Ａ 

日本年金機構のＱ＆Ａでは、以下のようなこと

が示されています。 
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・あくまで年齢によって判断され、学生であること

の要件は求めない。 

・年間収入が 150 万円未満かどうかの判定は、

従来と同様の年間収入の考え方により判定さ

れる。具体的には、認定対象者の過去の収入、

現時点の収入または将来の収入の見込みな

どから、今後１年間の収入を見込むこととなる。 

・令和７年 10 月１日以降の届出で、令和７年 10

月１日より前の期間について認定する場合、

19 歳以上 23 歳未満の被扶養者にかかる年

間収入の要件は 130 万円未満で判定する。 

 

 同内容は従業員への周知も必要になりますの

で、よく確認しておきましょう。 

 

【日本年金機構「19 歳以上 23 歳未満の方の被扶

養者認定における年間収入要件が変わります」】 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/

202508/0819.html 

 

 

全都道府県で初の時給 1,000 円超 

地域別最低賃金の答申が出揃いました 

  

厚生労働省から、都道府県労働局に設置さ

れている地方最低賃金審議会が答申した令和７

年度の地域別最低賃金の改定額（以下「改定

額」）が公表されました。 

これは、令和７年８月４日に厚生労働大臣の

諮問機関である中央最低賃金審議会が示した

「令和７年度地域別最低賃金額改定の目安に

ついて」などを参考として、各地方最低賃金審議

会が調査・審議して答申した結果を取りまとめた

ものです。 

 

◆令和７年度 地方最低賃金審議会の答申の

ポイント 

・47 都道府県で、63 円～82 円の引上げ（引上

げ額が 82 円は１県、81 円は１県、80 円は１

県、79 円は１県、78 円は３県、77 円は２県、

76 円は１県、74 円は１県、73 円は２県、71 円

は４県、70 円は１県、69 円は２県、66 円は２

県、65 円は８道県、64 円は９府県、63 円は８

都府県） 

・改定額の全国加重平均額は 1,121 円（昨年度

1,055 円） 

・全国加重平均額 66 円の引上げは、昭和 53

年度に目安制度が始まって以降で最高額 

・最高額（1,226 円）に対する最低額（1,023 円）

の比率は 83.4％（昨年度は 81.8％。なお、こ

の比率は 11 年連続の改善） 

 

今年度の最低賃金は、すべての都道府県で

初めて 1,000 円を超えました。 

答申された改定額は、令和７年 10 月１日から令

和８年３月 31 日までの間に順次発効される予

定です。なお、例年は大半が 10 月発効でした

が、2025 年度は 20 都道府県にとどまります。11

月が 13 府県、12 月が８県で、福島、徳島、熊

本、大分は 2026 年１月、群馬と秋田は同３月に

発効します。 

【厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃

金の答申がなされました」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.ht

ml 

 

 

長時間労働が疑われる事業場に対する 

令和６年度の監督指導結果 

 

厚生労働省から、令和６年度に長時間労働

が疑われる事業場に対して労働基準監督署が

実施した監督指導の結果が、監督指導事例等

とともに公表されました。 

この監督指導は、各種情報から時間外・休日

労働時間数が１か月当たり 80時間を超えている

と考えられる事業場や、長時間にわたる過重な

労働による過労死等に係る労災請求が行われ

た事業場を対象としています。 

結果のポイントは下記のとおりです。厚生労

働省では、今後も長時間労働の是正に向けた

取組みを積極的に行うとともに、11 月の「過重労

働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指

導を行うとしています。 
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◆監督指導結果のポイント 

１．監督指導の実施事業場 

：26,512 事業場 

26,512 事業場に対し監督指導を実施し、

21,495 事業場（81.1％）で労働基準関係法令違

反が認められた。 

 

２．主な違反内容（１．のうち、法令違反が

あり、是正勧告書を交付した事業場） 

① 違法な時間外労働があったもの：11,230 事

業場（42.4％） 

うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働

者の時間数が月 80 時間を超えるもの：5,464 事

業場（48.7％） 

うち、月 100 時間を超えるもの：3,191 事業場

（28.4％） 

うち、月 150 時間を超えるもの：653 事業場

（5.8％） 

うち、月 200 時間を超えるもの：124 事業場

（1.1％） 

② 賃金不払残業があったもの：2,118 事業場

（8.0％） 

③ 過重労働による健康障害防止措置が未実

施のもの：5,691 事業場 

（21.5％） 

 

３．主な健康障害防止に関する指導の状

況（１．のうち、健康障害防止のため指導

票を交付した事業場） 

① 過重労働による健康障害防止措置が不十

分なため改善を指導したもの：12,890 事業場

（48.6％） 

② 労働時間の把握が不適正なため指導したも

の：4,016 事業場（15.1％） 

【厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に

対する令和６年度の監督指導結果を公表しま

す」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59983.ht

ml 

 

 

 

 

10 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

31 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜

第３期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

７月～９月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第２期分＞［郵便

局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

 

 

当事務所よりひと言 

 
 10 月となり、猛暑、酷暑がやっと収まりました。

本稿でも取り上げていますが、今月から全国 47
都道府県で、地域別最低賃金が順次更新され

引き上げられます。過去最多の上昇額となりま

す。有期雇用者、臨時雇用者など雇用形態によ

り、最低賃金の適用が異なることはありません

ので、賃金単価の再確認をお勧めします。適用

開始して 6 か月経過すると、所轄労働基準監督

署から調査依頼が入ることがあります。 
 10月 1日より育児介護休業等法の改訂法が、

4 月に続いて施行されております。実務対応が

必要な事業所様は、お気軽にお問い合わせ下さ

い。          （髙野 裕之） 


